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(57)【要約】
【課題】形状追従性に優れ、かつ強度に優れる複合材料
を作製可能な炭素繊維シート、複合材料及び複合材料の
製造方法の提供。
【解決手段】一方向に配向した炭素繊維を含み、前記炭
素繊維と、前記炭素繊維の表面に存在する有機物の総質
量に占める有機物の割合が０質量％～３質量％である、
炭素繊維シート。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方向に配向した炭素繊維を含み、前記炭素繊維と、前記炭素繊維の表面に存在する有
機物の総質量に占める有機物の割合が０質量％～３質量％である、炭素繊維シート。
【請求項２】
　前記炭素繊維の平均長さが２０ｍｍ～１５０ｍｍである、請求項１に記載の炭素繊維シ
ート。
【請求項３】
　さらに樹脂繊維を含む、請求項１又は請求項２に記載の炭素繊維シート。
【請求項４】
　前記炭素繊維と前記樹脂繊維の合計質量中の前記炭素繊維の割合が２０質量％以上９９
質量％未満である、請求項３に記載の炭素繊維シート。
【請求項５】
　前記樹脂繊維が熱可塑性樹脂の繊維を含む、請求項３又は請求項４に記載の炭素繊維シ
ート。
【請求項６】
　一方向に配向した実質的に有機物を有しない炭素繊維を含む炭素繊維シートと、樹脂と
、を含む複合材料。
【請求項７】
　前記樹脂は、炭素繊維シートに含まれる樹脂繊維に由来する樹脂を含む、請求項６に記
載の複合材料。
【請求項８】
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の炭素繊維シートに対し、加圧及び加熱から
なる群より選択される少なくとも１つを実施する工程を含む、複合材料の製造方法。
【請求項９】
　前記炭素繊維シートに樹脂を含浸する工程をさらに含む、請求項８に記載の複合材料の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素繊維シート、複合材料及び複合材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　繊維強化プラスチック（Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃ、ＦＲＰ
）は、軽量かつ高強度の複合材料として、浴槽、小型船舶、自動車、鉄道車両等の材料と
して幅広く利用されている。近年では、炭素繊維を用いた複合材料である炭素繊維強化プ
ラスチック（Ｃａｒｂｏｎ　Ｆｉｂｅｒ　Ｒｅｉｎｆｏｒｃｅｄ　Ｐｌａｓｔｉｃ、ＣＦ
ＲＰ）が、航空機、自動車等の軽量かつ高強度であることが特に要求される分野において
注目され、更なる軽量化、高強度化（特に、高弾性化）を目的とした開発が進められてい
る。
【０００３】
　ＣＦＲＰのような複合材料の製造方法としては、例えば、あらかじめ炭素繊維基材に熱
硬化性樹脂を含浸させたプリプレグとよばれる中間基材を複数枚積層し、オートクレーブ
とよばれる耐圧容器内で加圧及び加熱することで熱硬化性樹脂を硬化させる方法がある。
この方法の場合、プリプレグとしては、連続した炭素繊維の束を織って作製したクロス材
に、エポキシ樹脂を含浸したクロスプリプレグ又は連続した炭素繊維束を一方向に配列し
たＵＤ（Ｕｎｉ－Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）材にエポキシ樹脂を含浸したＵＤプリプレグを用
いることが多い。このようなプリプレグを用いて製造された複合材料は、高強度（特に、
高弾性）であるため、航空機の部品等に用いられている。しかし、この方法は、複合材料
を立体的な形状に成形しにくい、生産性が低くコストが高い等の問題がある。
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【０００４】
　上記の方法よりも生産性が高く、コストを低減できる方法として、樹脂を含浸させてい
ないクロス材又はＵＤ材を所望の形状の金型に入れ、そこに樹脂を流し込むＲＴＭ（Ｒｅ
ｓｉｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｌｄｉｎｇ）法という方法がある。しかし、連続した炭
素繊維を用いたクロス材又はＵＤ材は形状追従性に劣り、立体的な形状の複合材料を作製
しにくいという問題がある。
【０００５】
　炭素材料の形状追従性を向上させることを目的として、ある程度の長さに切断された不
連続な炭素繊維を用いた不織布をＲＴＭ法の基材として用いる方法が開発されている。こ
の方法によれば、連続した炭素繊維を用いたＣＦＲＰの製造方法よりも立体的な形状の複
合材料を作製しやすい。一方、不連続な炭素繊維を用いた不織布は、クロス材又はＵＤ材
に比べて強度に劣る傾向にある。そこで、不連続な炭素繊維を用いて作製される炭素繊維
材料の強度をより向上させる方法として、特許文献１及び特許文献２に示されるような、
不連続な繊維を概略同じ方向にそろえた繊維材料が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－１２７０４４号公報
【特許文献２】国際公開第２０１２／１６５０７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年の複合材料の用途の拡大と多様化に伴い、複合材料に用いる炭素繊維材料にはいっ
そうの形状追従性の向上と、炭素繊維材料を用いて作製される複合材料の高強度化（特に
高弾性化）とが求められている。
　本発明は上記事情に鑑み、形状追従性に優れ、かつ強度に優れる複合材料を作製可能な
炭素繊維シート、複合材料及び複合材料の製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための手段には、以下の実施態様が含まれる。
＜１＞一方向に配向した炭素繊維を含み、前記炭素繊維と、前記炭素繊維の表面に存在す
る有機物の総質量に占める有機物の割合が０質量％～３質量％である、炭素繊維シート。
＜２＞前記炭素繊維の平均長さが２０ｍｍ～１５０ｍｍである、＜１＞に記載の炭素繊維
シート。
＜３＞さらに樹脂繊維を含む、＜１＞又は＜２＞に記載の炭素繊維シート。
＜４＞前記炭素繊維と前記樹脂繊維の合計質量中の前記炭素繊維の割合が２０質量％以上
９９質量％未満である、＜３＞に記載の炭素繊維シート。
＜５＞前記樹脂繊維が熱可塑性樹脂の繊維を含む、＜３＞又は＜４＞に記載の炭素繊維シ
ート。
＜６＞一方向に配向した実質的に有機物を有しない炭素繊維を含む炭素繊維シートと、樹
脂と、を含む複合材料。
＜７＞前記樹脂は、炭素繊維シートに含まれる樹脂繊維に由来する樹脂を含む、＜６＞に
記載の複合材料。
＜８＞＜１＞～＜５＞のいずれか１項に記載の炭素繊維シートに対し、加圧及び加熱から
なる群より選択される少なくとも１つを実施する工程を含む、複合材料の製造方法。
＜９＞前記炭素繊維シートに樹脂を含浸する工程をさらに含む、＜８＞に記載の複合材料
の製造方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、形状追従性に優れ、かつ強度に優れる複合材料を作製可能な炭素繊維
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シート、複合材料及び複合材料の製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】炭素繊維シートに含まれる炭素繊維の配向状態を概念的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。但し、本発明は以下の実
施形態に限定されるものではない。以下の実施形態において、その構成要素（要素ステッ
プ等も含む）は、特に明示した場合を除き、必須ではない。数値及びその範囲についても
同様であり、本発明を制限するものではない。
　本明細書において「工程」との語には、他の工程から独立した工程に加え、他の工程と
明確に区別できない場合であってもその工程の目的が達成されれば、当該工程も含まれる
。
　本明細書において「～」を用いて示された数値範囲には、「～」の前後に記載される数
値がそれぞれ最小値及び最大値として含まれる。
　本明細書中に段階的に記載されている数値範囲において、一つの数値範囲で記載された
上限値又は下限値は、他の段階的な記載の数値範囲の上限値又は下限値に置き換えてもよ
い。また、本明細書中に記載されている数値範囲において、その数値範囲の上限値又は下
限値は、実施例に示されている値に置き換えてもよい。
　本明細書において組成物中の各成分の含有率は、組成物中に各成分に該当する物質が複
数種存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数種の物質の合計の含
有率を意味する。
　本明細書において組成物中の各成分の粒子径は、組成物中に各成分に該当する粒子が複
数種存在する場合、特に断らない限り、組成物中に存在する当該複数種の粒子の混合物に
ついての値を意味する。
　本明細書において「層」との語には、当該層が存在する領域を観察したときに、当該領
域の全体に形成されている場合に加え、当該領域の一部にのみ形成されている場合も含ま
れる。
　本明細書において「積層」との語は、層を積み重ねることを示し、二以上の層が結合さ
れていてもよく、二以上の層が着脱可能であってもよい。
　本明細書において「炭素繊維シート」とは、炭素繊維シート（炭素繊維シートが他の部
材を有する場合は、炭素繊維シートに相当する部分）の全質量に占める炭素繊維の割合が
１０質量％以上であるシート状の物体を意味する。
【００１２】
＜炭素繊維＞
　本実施形態の炭素繊維シートは、一方向に配向した炭素繊維を含み、前記炭素繊維と、
前記炭素繊維の表面に存在する有機物の総質量に占める有機物の割合が０質量％～３質量
％である。
【００１３】
　本実施形態の炭素繊維シートが形状追従性に優れている理由は明らかではないが、炭素
繊維が一方向に配向していることにより、炭素繊維が縦横方向に配向している場合に比べ
て形状追従性に優れていることがひとつの要因として挙げられる。また、炭素繊維が実質
的に有機物を有しておらず、集束体を形成せずに単繊維の状態で独立しているため、炭素
繊維シートを作製する際に炭素繊維同士の絡み合いが抑制されて一方向に配向させやすい
ことが別の要因として挙げられる。
【００１４】
　本実施形態の炭素繊維シートが強度に優れる複合材料を作製可能である理由は明らかで
はないが、炭素繊維が一方向に配向していることにより、炭素繊維が特定の方向に配向し
ていない場合に比べて強度（特に、炭素繊維の配向方向の曲げ弾性率）が得られやすいこ
とがひとつの要因として挙げられる。また、炭素繊維の表面に存在する有機物の割合が０
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質量％～３質量％であり、集束体を形成せずに単繊維の状態で独立しているため、複合材
料を作製する際に炭素繊維間に樹脂が入り込みやすく、空隙が発生しにくいことが別の要
因として挙げられる。
【００１５】
　本明細書において炭素繊維シートが「一方向に配向した炭素繊維を含む」とは、炭素繊
維シート中の炭素繊維が配向している方向（縦方向）と、これと直交する方向（横方向）
との、引張り強度の比（炭素繊維シートの縦方向の引張り強度／炭素繊維シートの横方向
の引張り強度）が４以上であることを意味する。引張り強度は、例えば、炭素繊維シート
から幅（横方向の長さ）１０ｍｍ、厚さ２．５ｍｍ程度、長さ（縦方向の長さ）８０ｍｍ
の大きさの試験片を１０枚作製し、１枚ずつ引張試験装置（例えば、株式会社島津製作所
、商品名「ＡＵＴＯＧＲＡＰＨ　ＡＧ－Ｘ　１ｋＮ」）を用いて、２０ｍｍのチャック間
距離、５ｍｍ／ｍｉｎの引張り速度で引っ張りながら測定し、１０枚の試験片から得られ
た引張り強度の数平均値を求めることで測定できる。
【００１６】
　複合材料の強度向上の観点からは、上記測定で得られる「引張り強度の比」は、５以上
であることが好ましく、７以上であることがより好ましく、８以上であることが更に好ま
しい。本明細書において炭素繊維が配向している方向（縦方向）は、図１の矢印で示す方
向を意味する。なお、本明細書にて述べる「一方向に配向した状態」は、上述した引張り
強度の比によって定義されるものであり、全ての炭素繊維が一方向に配向した状態である
ことを意味するものではない。
【００１７】
　本実施形態の炭素繊維シートに含まれる炭素繊維は、炭素繊維と、炭素繊維の表面に存
在する有機物の総質量に占める有機物の割合が０質量％～３質量％である（以下、「実質
的に有機物を有しない」ともいう）。有機物の割合は、例えば、炭素繊維を１００℃で２
０分間の条件で乾燥し、次いでマッフル炉（例えば、ヤマト科学株式会社の商品名「ＦＰ
３１１」）にて、５００℃で４５分の条件で空気中で熱処理し、熱処理前後の質量の減少
分から算出することができる。具体的には「（熱処理前の質量－熱処理後の質量）／熱処
理前の質量×１００％」の式によって計算される値を有機物の割合とする。有機物の割合
は、２．５質量％以下であることが好ましく、２質量％以下であることがより好ましい。
【００１８】
　炭素繊維が実質的に有機物を有しないか否かを確認するための別の方法としては、炭素
繊維が集束体を形成しているか否かを調べる方法が挙げられる。すなわち、炭素繊維は通
常、複数の単繊維（フィラメント）が集まって集束体(ストランド）を形成した状態で製
造され、集束体を形成した状態を維持するために樹脂等の有機物が付着している。従って
、炭素繊維が集束体を形成していない場合は、炭素繊維に付着していた有機物が除去され
た等の理由により、実質的に有機物を有しない状態であると判断できる。炭素繊維シート
中の炭素繊維が集束体を形成しているか否かは、例えば、光学顕微鏡等を用いて調べるこ
とができる。
【００１９】
　本明細書において炭素繊維が「集束体を形成していない」とは、炭素繊維が集束体を形
成せず、独立した単繊維として存在していることを意味する。「集束体を形成していない
炭素繊維」には、まったく集束体を形成していない炭素繊維と、部分的に集束体を形成し
ていない炭素繊維の両方が含まれる。
【００２０】
　集束体を形成していない炭素繊維を用いて作製される炭素繊維シートは、加圧熱プレス
、樹脂含浸等の工程において任意の形状に成形する際の形状追従性に優れる。また、樹脂
中への炭素繊維の分散性が向上するため、得られる複合材料の強度のバラつきが抑制され
る傾向にある。また、炭素繊維シートが後述する樹脂繊維をさらに含む場合、樹脂繊維と
混合した際のバラつきが抑制され、得られる複合材料中での樹脂繊維の分布のバラつきが
抑制され、得られる複合材料の強度のバラつきが抑制される傾向にある。
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【００２１】
　炭素繊維シートの形状追従性の観点からは、炭素繊維が不連続であることが好ましい。
本明細書において炭素繊維が「不連続である」とは、炭素繊維がある程度の長さ（一定で
あっても一定でなくてもよい）に切断（破断を含む）された状態であることを意味する。
炭素繊維の長さは特に制限されないが、例えば、１５０ｍｍ以下であることが好ましい。
炭素繊維の平均長さは、炭素繊維又は炭素繊維シートから任意の１００本を選択し、測定
した長さの数平均値として得られる。
【００２２】
　複合材料の強度向上の観点からは、炭素繊維の平均長さは２０ｍｍ以上であることが好
ましい。また、炭素繊維シートの形状追従性の観点からは、炭素繊維の平均長さは１５０
ｍｍ以下であることが好ましい。炭素繊維の平均長さは、３０ｍｍ～１００ｍｍであるこ
とがより好ましく、３５ｍｍ～８０ｍｍであることが更に好ましい。
【００２３】
　複合材料の場所による強度のムラを抑制するする観点からは、炭素繊維の個々の長さが
概ねそろっていることが好ましい。具体的には、例えば、炭素繊維又は炭素繊維シートか
ら選択した任意の１００本の炭素繊維の長さの測定値のうち最大値と最小値が、平均長さ
±２０％の範囲内であることが好ましく、平均長さ±１０％の範囲内であることがより好
ましい。
【００２４】
　炭素繊維の材質は特に制限されず、ポリアクリロニトリル（ＰＡＮ）を原料とする炭素
繊維、異方性ピッチ、等方性ピッチ等のピッチを原料とする炭素繊維などが挙げられる。
中でも、ＰＡＮを原料とする炭素繊維は、繊維径のバラつきが少なく、炭素繊維を切断し
たときの長さをそろえやすく、カード等で梳られても比較的しなやかで折れにくいことか
ら、炭素繊維が配向した状態のシートを作製しやすい傾向にある。炭素繊維は１種のみで
あっても、２種以上であってもよい。
【００２５】
　炭素繊維の太さは特に制限されず、得られる複合材料の用途等に応じて選択できる。例
えば、単繊維の状態での太さが３μｍ～１０μｍの範囲内であってもよく、４μｍ～８μ
ｍの範囲内であることが好ましい。
【００２６】
　実質的に有機物を有しない炭素繊維の具体例としては、有機物で表面処理された炭素繊
維であって、炭素繊維と、当該炭素繊維に付着している有機物の総質量の３質量％以下で
ある炭素繊維が挙げられる。あるいは、廃材となった複合材料の再生処理工程において樹
脂から分離した炭素繊維であって、樹脂の付着量が炭素繊維と、当該炭素繊維に付着して
いる樹脂の総質量の３質量％以下である炭素繊維が挙げられる。
【００２７】
　通常、工業的に製造される炭素繊維には、複合材料としたときに炭素繊維と接触するマ
トリックス樹脂に対する接着性の向上を目的とする接着性向上剤、単繊維が集束した状態
の維持及び取り扱い性の向上を目的とするサイジング剤等の有機物を含む表面処理剤が付
着している。表面処理剤が付着している炭素繊維としては、例えば、東レ（株）製、商品
名「Ｔ７００」等が挙げられる。
【００２８】
　炭素繊維の表面処理に用いられる接着性向上剤としては、例えば、各種油剤が挙げられ
る。サイジング剤としては、例えば、脂肪族エポキシ化合物、芳香族エポキシ化合物（ポ
リアルキレングリコールのエポキシ付加物、ビスフェノールＡのジグリシジルエーテル、
ビスフェノールＡのポリアルキレンオキサイド付加物、ビスフェノールＡのポリアルキレ
ンオキサイド付加物にエポキシ基を付加した化合物等）等が挙げられる。
【００２９】
　例えば、炭素繊維の表面にエポキシ化合物を含むサイジング剤が付着している場合、こ
の炭素繊維はエポキシ樹脂との密着性には優れるが、その他の樹脂（例えば、ポリプロピ
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レン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン６、ナイロン６６、ポリカーボネート、ポ
リスチレン等）との密着性には劣ると考えられる。そのため、サイジング剤が実質的に付
着していない炭素繊維の方が、サイジング剤が付着している炭素繊維に比べ、複合材料を
成形した際に、溶融した樹脂に対する良好な密着性が得られると考えられる。
【００３０】
　さらに、有機物で表面処理された状態の炭素繊維は、多数の単繊維が集合して会合状態
、束状態、強固に結合した状態等で存在する。このため、炭素繊維シートを作製する際に
カード機（梳綿（「そめん」又は「りゅうめん」）機）、ギル機（繊維を櫛で梳り、繊維
方向が揃った綿状の塊にする機械）、練条機（ローラーでドラフトをかけ、方向性を向上
させる機械）等での取扱いが難しく、単繊維の状態になっていないため一方向に配向させ
にくい傾向にある。
【００３１】
　さらに、炭素繊維シートが炭素繊維に加えて樹脂繊維を含む場合、炭素繊維が集束体を
形成した状態であると、樹脂繊維と炭素繊維の混合状態にバラつきが生じやすく、樹脂繊
維と炭素繊維の一本一本とが接触する面積が減少する傾向にある。この場合、複合材料の
作製の際に樹脂斑、空隙等が形成されやすく、複合材料の機械特性等の物性が低下する傾
向にある。
【００３２】
　実質的に有機物を有しない炭素繊維は、例えば、有機物が付着している炭素繊維から当
該有機物を除去することによって得ることができる。炭素繊維から有機物を除去する方法
としては、有機物が付着している炭素繊維又は当該炭素繊維を含む複合材料を、有機溶媒
とアルカリ金属化合物、金属水酸化物等の分解触媒で処理して有機物を除去する方法（例
えば、特開２００１－１７２４２６号公報参照）、有機物が付着している炭素繊維又は当
該炭素繊維を含む複合材料を、有機物が分解する温度で熱処理して有機物を除去する方法
（例えば、特開２０１３－２３７７１６号公報を参照）等が挙げられる。
【００３３】
　炭素繊維の損傷を少なくできる、有機物の残存量を少なくできる、単繊維が独立した状
態を得やすい等の観点からは、有機溶媒と分解触媒を用いて有機物を除去する方法が好ま
しい。実質的に有機物を有しない炭素繊維の作製コストの観点からは、廃材となった複合
材料からマトリックス樹脂等の有機物を上記の方法で除去して、炭素繊維を得る方法が好
ましい。
【００３４】
　炭素繊維シートは、樹脂繊維をさらに含んでもよい。樹脂繊維をさらに含むことで、炭
素繊維シートの取り扱い性と形状追従性がより向上する傾向にある。これは、樹脂繊維が
炭素繊維とよく絡み、炭素繊維シートの形状が保持されやすくなるためと考えられる。炭
素繊維シートが樹脂繊維を含む場合、炭素繊維シート中の樹脂繊維は、炭素繊維が有する
「有機物」には該当しないものとする。
【００３５】
　炭素繊維シートが樹脂繊維を含む場合、樹脂繊維によって複合材料のマトリックス樹脂
を形成してもよい。例えば、樹脂繊維として熱可塑性樹脂を用い、成形工程における加熱
及び加圧により樹脂繊維を溶融させることにより、複合材料を作製してもよい。この場合
は、成形工程で樹脂含浸を行う必要がないため、簡便な手法で複合材料を作製することが
できる。
【００３６】
　樹脂繊維の材質は特に制限されず、炭素シート又は複合材料の作製条件等に応じて選択
できる。例えば、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂等の合成繊維及びレーヨン等の再生繊維が
挙げられる。炭素繊維シートの取り扱い性と形状追従性の観点からは、樹脂繊維の材質は
熱可塑性樹脂であることが好ましい。熱可塑性樹脂としては、ポリプロピレン等のポリオ
レフィン、ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル、ナイロン６、ナイロン６６等
のポリアミド、ポリカーボネート、ポリスチレンなどが挙げられる。樹脂繊維は１種のみ
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であっても、２種以上であってもよい。
【００３７】
　炭素繊維シートが樹脂繊維を含む場合、炭素繊維と樹脂繊維の合計質量中の炭素繊維の
割合（炭素繊維の質量／（炭素繊維の質量＋樹脂繊維の質量）×１００）は、２０質量％
以上９９質量％未満であることが好ましい。
【００３８】
　炭素繊維の割合が２０質量％以上であると、複合材料としたときの充分な強度が得られ
る傾向にあり、炭素繊維の割合が９９質量％未満であると、炭素繊維シートの取り扱い性
と形状追従性の向上効果が充分に得られる傾向にある。炭素繊維の割合は、３０質量％以
上９０質量％未満であることがより好ましく、３３質量％以上８０質量％未満であること
がさらに好ましい。
【００３９】
　炭素繊維シートが樹脂繊維を含む場合、樹脂繊維の長さは特に制限されない。炭素繊維
シートの作製のしやすさの観点からは、樹脂繊維の平均長さは２０ｍｍ～１５０ｍｍの範
囲内であることが好ましく、３０ｍｍ～１００ｍｍの範囲内であることがより好ましい。
樹脂繊維の平均長さは、樹脂繊維又は樹脂繊維を含む炭素繊維シートから任意の１００本
を選択し、測定した長さの数平均値として得られる。
【００４０】
　炭素繊維シートが樹脂繊維を含む場合、樹脂繊維の長さは特に制限されない。炭素繊維
シートの作製のしやすさの観点からは、樹脂繊維の太さは０．１ｄｔｅｘ～１０ｄｔｅｘ
の範囲内であってもよく、１ｄｔｅｘ～７ｄｔｅｘの範囲内であることが好ましい。
【００４１】
　炭素繊維シートの目付けは、特に制限されない。炭素繊維シートの取り扱い性及び形状
追従性の観点からは、例えば、２ｇ／ｍ２～５０００ｇ／ｍ２の範囲内であることが好ま
しい。
【００４２】
（炭素繊維シートの製造方法）
　本実施形態の炭素繊維シートの製造方法の一例を以下に説明する。ただし、本実施形態
の炭素繊維シートの製造方法はこれに制限されない。
【００４３】
　まず、実質的に有機物を有しない炭素繊維（以下、単に炭素繊維ともいう）をカード機
等で開繊し、スライバーとよばれるやや配向した紐状の繊維集合体の篠状物を得る。樹脂
繊維を加える場合は、炭素繊維とともに樹脂繊維をカード機に投入し、混綿及び開繊を行
い、炭素繊維と樹脂繊維とが混合したスライバーを得る。なお、樹脂繊維を加える場合は
、炭素繊維と樹脂繊維とができるだけ均一に混合されたスライバーとなっていることが好
ましい。
【００４４】
　次に、ギルレデューサー等で、上記の方法で得られたスライバーを複数並べてギルに投
入し、櫛状の多数の移動ギルフォーラー（バーに針を植え、これを運動させて繊維に梳り
作用を与えるもの）で上下から並んだ櫛状のフォーラーでスライバーをつかみながら移動
させ、フロントのニップローラーでギルフォーラーでの移動スピードの数倍スピードでド
ラフトして引き伸ばし、より配向した篠状のスライバー（以下、配向スライバーともいう
）を作製する。必要に応じ、この工程を複数回行ってもよい。この工程を複数回行うこと
で、より配向性の高い配向スライバーを得ることができる。ギルレデューサーに複数の配
向スライバーを投入し、ギルのフロントローラーからスライバー状に収束しないで、ドラ
フトされたままシート状に取出し、炭素繊維が一方向に配向した炭素繊維シートを得る。
この炭素繊維シートをそのまま又は複数並べて広幅にした状態で、複合材料の材料として
使うことができる。
【００４５】
　必要に応じ、上記の工程で得られた配向スライバーの太さが所望の範囲になるよう調節
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し、複数並べて、シート状にすることで炭素繊維シートを得ることも好ましい実施態様で
ある。
　炭素繊維シートに樹脂バインダーを付与し、乾燥させることで、炭素繊維を樹脂バイン
ダーで結合させた炭素繊維シートとしてもよい。炭素繊維シートの作製後に付与される樹
脂バインダーは、炭素繊維が有する「有機物」には該当しないものとする。
　あるいは、炭素繊維シートに含まれる樹脂繊維の融点付近の温度に加熱して樹脂繊維を
溶融させることで、炭素繊維を樹脂で結合させた炭素繊維シートとしてもよい。
　さらに、必要に応じ、複数の炭素繊維シート又は配向スライバーを面方向に並べたり、
積層したりして、ステッチング、ニードルパンチ等の手段で絡合させてもよい。
【００４６】
　上述した炭素繊維シートの製造方法は、ローラーで行う練条機でも同様に行うことがで
きる。この場合、複数本のスライバーを並べて、練条機に導入し、フィードニップローラ
ーのスピードより早いスピードのデリバリーニップローラーでドラフトする方法により、
ドラフトされたところで収束し、配向性を高めて配向スライバーとする。場合により、上
記の工程を複数回行って、配向度をさらに高めてもよい。このようにして配向スライバー
を作製した後、収束しないでシート状で繊維を取出し、ギルを用いた方法と同様にしてシ
ート化する。配向スライバーをさらにドラフトすることで、より一方向性に揃った配向炭
素繊維シートを得ることができる。
【００４７】
　必要に応じ、炭素繊維シート中に必要に応じて含まれる樹脂繊維、複合材料を成形する
際に注入する樹脂等の樹脂成分と、炭素繊維との接着性を向上させる観点から、サイジン
グ剤を炭素繊維シートに付与してもよい。炭素繊維シートの作製後に付与されるサイジン
グ剤は、炭素繊維が有する「有機物」には該当しないものとする。
【００４８】
＜複合材料＞
　本実施形態の複合材料は、上記の実施形態の炭素繊維シートと、樹脂と、を含む。
　本明細書では、複合材料に含まれる樹脂が完全に又は不完全に硬化又は固化していない
状態のもの（プリプレグ）と、プリプレグに含まれる樹脂を硬化又は固化させた状態のも
のの両方を「複合材料」と称する。
【００４９】
　複合材料に含まれる樹脂は、熱硬化性樹脂であっても、熱可塑性樹脂であってもよい。
熱硬化性樹脂として具体的には、エポキシ樹脂等が挙げられる。熱可塑性樹脂として具体
的には、樹脂繊維の材質として例示したもの等が挙げられる。
【００５０】
　複合材料に含まれる炭素繊維シートが樹脂繊維を含むものである場合は、複合材料に含
まれる樹脂は、当該樹脂繊維に由来する樹脂を含んでいてもよい。すなわち、炭素繊維シ
ートに含まれていた樹脂繊維が溶融し、再び硬化又は固化した状態の樹脂を含んでいても
よい。
【００５１】
＜複合材料の製造方法＞
　本実施形態の複合材料の製造方法は、上述した実施形態の炭素繊維シートに対し、加圧
及び加熱からなる群より選択される少なくとも１つを実施する工程（以下、成形工程とも
いう）を含む。複合材料に含まれる炭素繊維シートが樹脂繊維を含むものである場合は、
当該樹脂繊維が溶融する条件で加圧加熱工程を実施してもよい。上記方法は、加圧加熱工
程の前に、炭素繊維シートに樹脂を含浸する工程（以下、樹脂含浸工程ともいう）をさら
に含んでもよい。
【００５２】
　成形工程を実施する方法は、特に制限されない。例えば、炭素繊維シートを単独で、又
は複数枚を積層した状態で、上下の熱盤を油圧でプレスする加圧プレス成型機等で、加圧
しながら任意の温度で熱プレスすることにより行ってもよい。
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　樹脂含浸工程を実施する方法は、特に制限されない。例えば、硬化前の熱硬化性樹脂又
は溶融した熱可塑性樹脂を炭素繊維シートの炭素繊維間に入り込ませる公知の手段により
行うことができる。樹脂含浸工程は、成形工程の前に実施しても、成形工程と並行して実
施してもよい。
【００５３】
　複合材料の作製方法は上記の方法に限定されず、ＲＴＭ（Ｒｅｓｉｎ　Ｔｒａｎｓｆｅ
ｒ　Ｍｏｌｄｉｎｇ、樹脂注入成形法）、ＶａＲＴＭ（Ｖａｃｕｕｍ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ
　Ｒｅｓｉｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｌｄｉｎｇ、真空樹脂注入成形法）等の方法でも
得ることができる。
【実施例】
【００５４】
　以下、実施例を参照して本実施形態の炭素繊維シート及び複合材料について具体的に説
明する。ただし、下記の実施例は本実施形態を制限するものではない。
【００５５】
＜実質的に有機物を有しない炭素繊維の作製＞
　高分子中のエステル結合を分解しうる分解触媒として水酸化ナトリウムを、含有率が０
．５ｍｏｌ／Ｌとなるようにベンジルアルコール中に投入し、撹拌することで処理液を調
製した。この処理液を、コンデンサ、温度計、窒素導入口及び撹拌機を取り付けたフラス
コに入れ、窒素気流中で穏やかに撹拌しながら、オイルバスを使用して処理液を１９０℃
に加熱した。この処理液中に、３５ｍｍの長さに切断したサイジング剤で表面処理された
炭素繊維（東レ株式会社、商品名「Ｔ７００Ｓ」）を、処理液５０ｇに対し０．５ｇの割
合で投入し、処理液の温度を１９０℃に維持しながら５時間放置した後に取り出した。取
り出した炭素繊維を水で洗浄し、乾燥した。
【００５６】
　上記工程を経た炭素繊維を１００℃で２０分間乾燥した後、マッフル炉（ヤマト科学株
式会社、商品名「ＦＰ３１１」）にて５００℃で４５分の条件で、空気中で熱処理した。
熱処理の前後における炭素繊維の質量から有機物の含有量（（熱処理前の質量－熱処理後
の質量）／処理前の質量×１００％）を算出したところ、有機物の含有量は１．３質量％
であり、実質的に有機物を有していないことが確認された。
【００５７】
＜実施例１＞
　上記の方法で得られた実質的に有機物を有しない炭素繊維５．７ｋｇと、樹脂繊維とし
てポリプロピレン（ＰＰ）の繊維（ＪＮＣ株式会社、商品名「ＲＰ－２７０」、繊維の太
さ：６．６Ｄｔ、繊維の平均長さ：５１ｍｍ）４．３ｋｇとを混合し、カード機で開繊し
、スライバーを作製した。次に、得られたスライバーをギルレデューサーに８本投入し、
約８倍の長さとなるように一方向へ引き伸ばす工程を６回行い、配向スライバーを作製し
た。得られた配向スライバーを、ギルレデューサー（ＯＫＫ株式会社）に通し、所定の目
付になるようなドラフトでスライバー化することなく、より繊維の方向性の揃ったシート
として取り出すことで、炭素繊維シート基材を得た。
【００５８】
　得られた炭素繊維シート基材を観察したところ、集束体を形成せずに単繊維の状態とな
っている炭素繊維が存在していた。また、炭素繊維シート基材中の炭素繊維の状態は均一
性が高いものであった。この炭素繊維シート基材を、コンベア式熱風乾燥器で、１７０℃
で２分間加熱した後、冷却ローラーで軽くプレスすることで、炭素繊維シート１を得た。
炭素繊維シート１の目付けは、２００ｇ／ｍ２であった。
【００５９】
　炭素繊維シート１を観察したところ、炭素繊維が概ね一方向に配向していた。また、炭
素繊維シート１の炭素繊維の配向方向（縦方向）と直交する方向（横方向）の引張り強度
の比（炭素繊維シートの縦方向の引張り強度／炭素繊維シートの横方向の引張り強度）は
１０．１であった。これらの結果より、炭素繊維シート１における炭素繊維は一方向に配
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向していると判断した。
【００６０】
　炭素繊維シート１の縦方向及び横方向の引張り強度は、炭素繊維シート１から幅（横方
向の長さ）１０ｍｍ、厚さ２．５ｍｍ程度、長さ（縦方向の長さ）８０ｍｍの大きさの試
験片を１０枚作製し、１枚ずつ引張試験装置（株式会社島津製作所、商品名「ＡＵＴＯＧ
ＲＡＰＨ　ＡＧ－Ｘ　１ｋＮ」）を用いて、２０ｍｍのチャック間距離、５ｍｍ／ｍｉｎ
の引張り速度で引っ張りながら測定し、１０枚の試験片から得られた引張り強度の数平均
値を求めることで測定できる。
【００６１】
　次に、炭素繊維シート１を目付けが２５００ｇ／ｍ２になるように複数枚積層し、小型
熱プレス機（ＡＳ　ＯＮＥ製）に配置した。次いで、仕上がりの厚みが２．７ｍｍになる
ようにスペーサをプレス板間に挟み、４３ｋｇ／ｃｍ２の圧力で加圧しながら、２００℃
で熱プレスすることにより、炭素繊維間にポリプロピレン樹脂が含浸した状態の複合材料
としてＣＦＲＰ－１を作製した。
【００６２】
　作製したＣＦＲＰ－１から、長さ（炭素繊維の配向方向）が８ｃｍ、幅（炭素繊維の配
向方向に直交する方向）が２．５ｃｍの試験片を１０枚作製した。試験片の作製は、回転
カッター（マキタ株式会社）に回転刃（株式会社谷テック）を装着したものを用いて行っ
た。作製した試験片について、試験機（株式会社島津製作所、商品名「ＡＵＴＯＧＲＡＰ
Ｈ　ＡＧ－Ｘ　１ｋＮ」）を用いて、ＪＩＳ　Ｋ　７１７１法に準じ、３点曲げにより、
曲げ強度と曲げ弾性率を計測した。１０枚の試験片について得られた値の平均値を表１に
示す。
【００６３】
（実施例２）
　有機物を有していない炭素繊維の量を４ｋｇに変更し、樹脂繊維の量を６ｋｇに変更下
以外は実施例１と同様の方法で、炭素繊維シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を
観察したところ、集束体を形成せずに単繊維の状態となっている炭素繊維が存在していた
。また、炭素繊維シート基材は均一性が高いものであった。次いで、炭素繊維シート基材
を用いて実施例１と同様にして炭素繊維シート２と、複合材料としてＣＦＲＰ－２を作製
し、実施例１と同様の測定を実施した。結果を表１に示す。
【００６４】
（実施例３）
　実施例１におけるＰＰ繊維に代えて同量のポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）の繊
維（帝人株式会社、商品名「ＴＡ０４　ＳＤ」、繊維の太さ：３．３Ｄｔ、繊維の平均長
さ：５１ｍｍ）を樹脂繊維として用いたことと、熱プレスの温度を２９０℃としたこと以
外は実施例１と同様の方法で、炭素繊維シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を観
察したところ、炭素繊維が概ね一方向に配向し、集束体を形成せずに単繊維の状態となっ
ている炭素繊維が存在していた。また、炭素繊維シート基材中の炭素繊維の状態は均一性
が高いものであった。次いで、炭素繊維シート基材を用いて実施例１と同様にして炭素繊
維シート３と、複合材料としてＣＦＲＰ－３を作製し、実施例１と同様の測定を実施した
。結果を表１に示す。
【００６５】
（実施例４）
　スライバーの引き伸ばし工程を実施する回数を４回に変更した以外は実施例１と同様の
方法で、炭素繊維シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を観察したところ、炭素繊
維が概ね一方向に配向し、集束体を形成せずに単繊維の状態となっている炭素繊維が存在
していた。また、炭素繊維シート基材中の炭素繊維の状態は均一性が高いものであった。
次いで、炭素繊維シート基材を用いて実施例１と同様にして炭素繊維シート４と、複合材
料としてＣＦＲＰ－４を作製し、実施例１と同様の測定を実施した。結果を表１に示す。
【００６６】
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（実施例５）
　スライバーの引き伸ばし工程を実施する回数を２回に変更した以外は実施例１と同様の
方法で、炭素繊維シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を観察したところ、炭素繊
維が概ね一方向に配向し、集束体を形成せずに単繊維の状態となっている炭素繊維が存在
していた。また、炭素繊維シート基材中の炭素繊維の状態は均一性が高いものであった。
次いで、炭素繊維シート基材を用いて実施例１と同様にして炭素繊維シート５と、複合材
料としてＣＦＲＰ－５を作製し、実施例１と同様の測定を実施した。結果を表１に示す。
【００６７】
（実施例６）
　炭素繊維として、処理液に放置する時間を１５分間に変更した以外は実施例１と同様の
工程を経たものを実施例１と同じ量で使用した以外は実施例１と同様の方法で、炭素繊維
シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を観察したところ、炭素繊維が概ね一方向に
配向し、集束体を形成せずに単繊維の状態となっている炭素繊維が存在していた。また、
炭素繊維シート基材中の炭素繊維の状態は均一性が高いものであった。次いで、炭素繊維
シート基材を用いて実施例１と同様にして炭素繊維シート６と、複合材料としてＣＦＲＰ
－６を作製し、実施例１と同様の測定を実施した。結果を表１に示す。なお、炭素繊維シ
ート基材の作製に用いた炭素繊維の有機物の含有量を、実施例１と同様にして算出したと
ころ、有機物の含有量は２．１質量％であり、実質的に有機物を有していないことが確認
された。
【００６８】
（比較例１）
　実施例１で用いたものと同じ有機物を実質的に有していない炭素繊維５．７ｋｇと、実
施例１で用いたものと同じ樹脂繊維４．３ｋｇと、を混合し、カード機で開繊し、ウェブ
とよばれる薄い綿状のシートを作製した。作製したウェブを炭素繊維シート基材として用
いた以外は実施例１と同様にして、炭素繊維シートＡと、複合材料としてＣＦＲＰ－Ａを
作製し、実施例１と同様の測定を実施した。結果を表１に示す。なお、ウェブを観察した
ところ、炭素繊維が特定の方向に配向せず、ランダムに配置されておいた。
【００６９】
（比較例２）
　炭素繊維として、実施例１で用いたものと同じ炭素繊維であってサイジング剤で表面処
理されたままのものを実施例１と同じ量で使用した以外は実施例１と同様の方法で、炭素
繊維シート基材を作製した。炭素繊維シート基材を観察したところ、炭素繊維は概ね一方
向に配向していたが、実施例１よりも配向の度合いは低かった。また、集束体を形成した
状態の単繊維が多く存在していた。次いで、炭素繊維シート基材を用いて実施例１と同様
にして炭素繊維シートＢと、複合材料としてＣＦＲＰ－Ｂを作製し、実施例１と同様の測
定を実施した。結果を表１に示す。また、炭素繊維シート基材の作製に用いた炭素繊維の
有機物の含有量を、実施例１と同様にして算出したところ、有機物の含有量は３．６質量
％であり、有機物を有していることが確認された。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　表１に示すように、一方向に配向した実質的に有機物を有しない炭素繊維を含む実施例
の炭素繊維シートは、炭素繊維配向方向の曲げ強度及び曲げ弾性率の値が良好であった。
また、実施例１～６で作製したＣＦＲＰの断面（炭素繊維の配向方向に直交する方向に沿
って切断したときの断面）を目視で観察したところ、炭素繊維の一本一本の周りに樹脂が
浸透し、視認可能な空隙は存在しなかった。
【００７２】
　炭素繊維が一方向に配向していない比較例１の炭素繊維シートは、炭素繊維配向方向の
曲げ強度及び曲げ弾性率の値が実施例よりも低かった。また、比較例１で作製したＣＦＲ
Ｐの断面（炭素繊維の配向方向に直交する方向に沿って切断したときの断面）を目視で観
察したところ、炭素繊維が交差する場所等で樹脂が浸透せず、空隙となっている箇所が存
在していた。このことから、炭素繊維が一方向に配向していないことにより、樹脂が炭素
繊維間に充分に入り込めないため、炭素繊維配向き方向の曲げ強度及び曲げ弾性率の値が
低くなったと推察される。
【００７３】
　有機物を有しない炭素繊維を用いて作製した比較例２の炭素繊維シートは、炭素繊維配
向方向の曲げ強度及び曲げ弾性率の値が実施例よりも低かった。また、比較例２で作製し
たＣＦＲＰの断面（炭素繊維の配向方向に直交する方向に沿って切断したときの断面）を
目視で観察したところ、炭素繊維が束になっており、束の内部に樹脂が入り込まずに空隙
となっている部分が多く観察された。このことから、炭素繊維の表面に有機物があること
で、炭素繊維が集束体を形成しており、集束体の内部に樹脂が充分に入り込めないため、
炭素繊維配向き方向の曲げ強度、及び曲げ弾性率が低くなったと推察される。
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